
　

総
務
省 

○　
　
　

令
第
一
号 

　

外
務
省 

　

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
百
四
十
二
条
第
五
項
（
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施

行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
の
衆
議
院
の
解
散
に
よ
る
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
及
び
当
該
総
選
挙
の
期
日
に
行

わ
れ
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
に
係
る
在
外
公
館
等
に
お
け
る
在
外
投
票
の
時
間
の
特
例
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。 

　
　

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

総
務
大
臣　

林　
　

芳
正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　

外
務
大
臣　

茂
木　

敏
充 

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
の
衆
議
院
の
解
散
に
よ
る
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
及
び
当
該
総
選
挙
の
期
日
に
行
わ
れ
る
最

高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
に
係
る
在
外
公
館
等
に
お
け
る
在
外
投
票
の
時
間
の
特
例
を
定
め
る
省
令 

　

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
の
衆
議
院
の
解
散
に
よ
る
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
及
び
当
該
総
選
挙
の
期
日
に
行
わ
れ
る
最
高
裁



判
所
裁
判
官
国
民
審
査
に
係
る
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
百
四
十
二
条
第
五
項
（
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
第
十

三
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

号
）
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
投
票
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
間
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

　
　
　

附　

則 

　

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

別
表 

 
 

投
票
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

 

在
外
公
館
等
投
票
記
載
場
所 

 

投
票
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
間 

時
間
を
別
に
定
め
る
日

在
ベ
ル
ギ
ー
日
本
国
大
使
の
管
理
す
る 

 
 

 

投
票
期
日
前
七
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
の
間

投
票
を
記
載
す
る
場
所

在
ド
バ
イ
日
本
国
総
領
事
の
管
理
す
る 

 
 

 

投
票
期
日
前
八
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
の
間

投
票
を
記
載
す
る
場
所

在
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
日
本
国
大
使
の 

 
 

 

投
票
期
日
前
八
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
の
間



管
理
す
る
投
票
を
記
載
す
る
場
所


